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(57)【要約】
本発明は、ショウガが含まれるコンパニオンアニマルのためのペットフード組成物、およ
び動物の生活の質をそのようなペットフード組成物をその動物の飼料中に投与することに
より高めるための方法を含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンパニオンアニマルにおいて炎症または炎症性障害を処置または予防するための有効量
のショウガを含む、コンパニオンアニマルのためのペットフード組成物。
【請求項２】
ショウガの有効量が少なくとも０．５重量％である、請求項１に記載のペットフード組成
物。
【請求項３】
該コンパニオンアニマルがイヌまたはネコである、請求項１または請求項２に記載のペッ
トフード組成物。
【請求項４】
さらにタンパク質を含み、該タンパク質の量が該組成物の総重量に基づいて約５重量％～
約７０重量％である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項５】
さらに脂肪を含み、該脂肪の量が該組成物の総重量に基づいて約２重量％～約５０重量％
である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項６】
さらに線維を含み、該線維の量が該組成物の総重量に基づいて約０．１重量％～約２０重
量％である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項７】
さらに炭水化物を含み、該炭水化物の量が該組成物の総重量に基づいて約５重量％～約９
０重量％である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項８】
さらにトウモロコシ、家禽ミール、美味性増進剤、塩化カリウム、ヨウ素添加塩、炭酸カ
ルシウム、コリン塩化物、鉱質プレミックス、保存剤、ビタミン類、およびそれらの混合
物の少なくとも１種類を含む、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項９】
さらにＬ－トリプトファンを含む、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物
。
【請求項１０】
さらに以下のもの：ビタミンＥ、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸
（ＤＨＡ）、他のｎ－３脂肪酸、ｎ－６脂肪酸、粗繊維およびそれらの混合物のいずれか
を含む、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項１１】
該ショウガが約１重量％で存在する、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成
物。
【請求項１２】
該ショウガが約１．５重量％で存在する、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード
組成物。
【請求項１３】
該ショウガが約２重量％で存在する、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成
物。
【請求項１４】
該コンパニオンアニマルが高齢の動物である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフ
ード組成物。
【請求項１５】
該炎症性障害が関節炎である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物。
【請求項１６】
該炎症性障害が胃腸の障害である、いずれかの前記の請求項に記載のペットフード組成物
。
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【請求項１７】
該胃腸の障害が炎症性腸障害である、請求項１６に記載のペットフード組成物。
【請求項１８】
該胃腸の障害が慢性下痢である、請求項１６に記載のペットフード組成物。
【請求項１９】
実施例１のペットフード組成物。
【請求項２０】
実施例２のペットフード組成物。
【請求項２１】
請求項１～２０のいずれか１項に記載のペットフード組成物を含む、栄養的に完全な飼料
。
【請求項２２】
コンパニオンアニマルにおいて炎症または炎症性障害を処置または予防するための方法で
あって、該動物に該コンパニオンアニマルにおいて炎症または炎症性障害を処置または予
防するための有効量のショウガを含むコンパニオンアニマルのためのペットフード組成物
を投与することを含む、前記方法。
【請求項２３】
該組成物がさらにある量のタンパク質、ある量の脂肪、ある量の炭水化物、およびある量
の線維の少なくとも１種類を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
該コンパニオンアニマルがイヌまたはネコである、請求項２２または請求項２３に記載の
方法。
【請求項２５】
該炎症性障害が関節炎である、請求項２２～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
該炎症性障害が胃腸の障害である、請求項２２～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
該胃腸の障害が炎症性腸障害である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
該胃腸の障害が慢性下痢である、請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　[0001]　この出願は２００９年１２月２９日に出願された米国仮特許出願第６１／２９
０，７８３号に対して優先権を主張し、それを本明細書に援用する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　ショウガは長い間料理の材料であり、特にそれが提供する香味に関して楽しま
れてきた。南アジア原産であるショウガは、長さ１フィートおよび幅ほぼ１インチまでの
草のような葉を生じる２～４フィートの多年生植物である。食料品店で呼ばれるところの
ショウガの根は、その植物の地下茎からなり、それの樹皮の様な外側の外皮は削り落とさ
れている。ショウガは長い間ヒトのための健康補助食品として用いられてきた。
【０００３】
　[0003]　ショウガの現代の利用法は、ショウガを充填したカプセルが流感の間の吐き気
を低減させることが気づかれた１８８０年代初期にさかのぼる。次いでショウガは消化不
良および乗物酔いに関する処置として認められた。それ以来、ショウガはヒトの吐き気に
関する処置として広く受け入れられてきた。一部の従来の医学のテキストは妊娠期間の吐
き気および嘔吐の処置に関してさえもショウガを提案しているが、より慎重なテキストも
ある。
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【０００４】
　[0004]　従って、本発明者らは、胃腸障害および関節炎が含まれる炎症性の病気の処置
において、ならびにコンパニオンアニマル、例えばネコおよびイヌの幸福の向上のために
有用な、ショウガが含まれるペットフード組成物を開発した。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]　本発明は概して、コンパニオンアニマルにおいて炎症または炎症性障害を予防
する、その症状を改善する、またはそれを処置するための有効量のショウガが含まれるコ
ンパニオンアニマルのためのペットフード組成物を含み、ここでその炎症または炎症性障
害は関節炎の病気または胃腸の障害である。その関節炎の病気は、骨関節炎、リウマチ性
関節炎、乾癬性関節炎、強直性脊椎炎または局所性の炎症性の関節の病気であってよい。
胃腸障害には、過敏性腸障害および慢性下痢が含まれてよい。
【０００６】
　[0006]　ショウガを含有する本発明のペットフード組成物は、コンパニオンアニマルに
関する栄養要求（例えば、タンパク質の量、脂肪の量、炭水化物の量、および／または線
維の量）も満たすことができる。
【０００７】
　[0007]　本発明者らは、動物の飼料におけるショウガの作用を調べてきた。動物はコン
パニオンアニマルまたは家畜であってよい。動物はイヌであってよい。動物はネコであっ
てよい。本発明の好ましいコンパニオンアニマルは、イヌおよびネコである。
【０００８】
　[0008]　動物は、病気、障害または症状を有していてよい。病気または障害は炎症であ
ってよい。病気は関節炎であってよい。障害は炎症性腸障害であってよい。病気または障
害は、動物における加齢の要因であってよい。障害は慢性下痢であってよい。症状は腫脹
であってよい。腫脹はその動物の関節におけるものであってよい。
【０００９】
　[0009]　特定の態様において、本発明は、そのような動物にとって栄養的に完全なフー
ド組成物または飼料である、コンパニオンアニマルのためのペットフード組成物を含む。
例えば、イヌ科の動物またはネコ科の動物のための栄養的に完全な飼料に関して米国飼料
検査官協会（ＡＡＦＣＯ）の指針において公開されているフード組成物は、本発明に含ま
れる。
【００１０】
　[0010]　特定の態様において、本発明は、少なくとも約０．５重量％のショウガが含ま
れるコンパニオンアニマルのためのペットフード組成物を含む。他の態様において、ショ
ウガは約１重量％で存在していてよい。他の態様において、ショウガは１．５重量％で存
在していてよく、または２重量％で存在していてよい。
【００１１】
　[0011]　他の態様において、本発明は、ある量のタンパク質、ある量の脂肪、ある量の
炭水化物、ある量の線維および有効量のショウガを含むペットフード組成物を動物に与え
ることによりコンパニオンアニマルの生活の質を向上させるための方法を含む。特定の態
様において、組成物には少なくとも約０．５重量％のショウガが含まれる。特定の態様に
おいて、本発明は、少なくとも約１重量％のショウガが含まれるコンパニオンアニマルの
ためのペットフード組成物を含む。他の態様において、ショウガは約１．５重量％で存在
していてよく、または約２重量％で存在していてよい。
【００１２】
　[0012]　特定の態様において、方法は、それを必要とする動物にその動物の生活の質を
高めるのに有効な量のショウガが含まれる組成物を与えることを含み、ここで高められた
生活の質は炎症性の関節炎の病気または胃腸の炎症性障害、または慢性下痢における低減
により明示される。
【００１３】
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　[0013]　他の態様において、本発明は、それを必要とするコンパニオンアニマルにおい
て関節炎の病気または胃腸の炎症性障害または慢性下痢を予防する、その症状を改善する
、またはそれを処置するための方法であって、その動物にある量のタンパク質、ある量の
脂肪、ある量の炭水化物、ある量の線維およびそのコンパニオンアニマルにおいて関節炎
の病気または胃腸の炎症性障害または慢性下痢を予防する、その症状を改善する、または
それを処置するための有効量のショウガを含むコンパニオンアニマルのためのペットフー
ド組成物を投与することを含む方法を含む。
【００１４】
　[0014]　他の態様において、本発明は、それを必要とするコンパニオンアニマルにおい
て関節炎の病気または胃腸の炎症性障害または慢性下痢を予防する、その症状を改善する
、またはそれを処置するための方法であって、その動物にある量のタンパク質、ある量の
脂肪、ある量の炭水化物、ある量の線維およびそのコンパニオンアニマルにおいて関節炎
の病気または胃腸の炎症性障害または慢性下痢を予防する、その症状を改善する、または
それを処置するための有効量のショウガを含むコンパニオンアニマルのための栄養的に完
全な飼料を投与することを含む方法を含む。
【００１５】
　[0015]　特定の態様において、関節炎の病気は骨関節炎、リウマチ性関節炎、乾癬性関
節炎、強直性脊椎炎または局所性の炎症性の関節の病気であってよい。
　[0016]　別の態様において、胃腸の炎症性障害は炎症性腸障害であってよい。
【００１６】
　[0017]　別の態様において、病気は慢性下痢であってよい。
　[0018]　好ましい態様において、ペットフード組成物はイヌ科の動物またはネコ科の動
物のための栄養的に完全なペットフード飼料である。
【００１７】
　[0019]　本発明の他の、およびさらなる目的、特徴、および利点は、当業者には容易に
明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】[0020]　図１は、対照のペットフード組成物およびショウガが含まれる説明的な
ペットフード組成物の、炎症およびインターロイキン１－ベータ（ＩＬ－１ベータ）への
作用を図説する。
【図２】[0021]　図２は、対照のペットフード組成物およびショウガが含まれる説明的な
ペットフード組成物の、炎症およびインターロイキン６（ＩＬ－６）への作用を図説する
。
【図３】[0022]　図３は、対照のペットフード組成物およびショウガが含まれる説明的な
ペットフード組成物の、コラーゲン合成への作用を図説する。
【図４】[0023]　図４は、対照のペットフード組成物およびショウガが含まれる説明的な
ペットフード組成物に関する、コラーゲンの合成：分解比のパーセント変化を図説する。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　[0024]　本明細書において記述される本発明は、記述されている特定の方法論、プロト
コル、成分および試薬に、それらは様々であってよいため、限定されない。本明細書で用
いられる用語法は特定の態様のみを記述するためのものであって、本発明の範囲を限定す
ることを意図するものでは決して無いことも理解されるべきである。
【００２０】
　[0025]　別途定義されない限り、本明細書で用いられる全ての技術的および科学的な用
語は、この発明が属する技術における当業者により一般的に理解されているのと同じ意味
を有する。本明細書で記述されている方法および材料に類似した、または均等なあらゆる
方法および材料を本発明の実施または試験において用いることができるが、好ましい方法
、装置および材料はここで記述される。本明細書で言及される全ての刊行物を、その刊行
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物において報告されている、本発明に関連して用いられる可能性がある材料および方法論
を記述および開示するために援用する。
【００２１】
　[0026]　本明細書において、および添付された特許請求の範囲において用いられる際、
単数形“ａ”、“ａｎ”、および“ｔｈｅ”には、文脈が明確にそうではないと指示しな
い限り複数への言及が含まれる。
【００２２】
　[0027]　本明細書で用いられる際、用語“ショウガ”は植物ジンギベル・オフィキナレ
（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏｆｆｉｃｉｎａｌｅ）およびその派生物を指す。例として、ショ
ウガにはショウガの植物の葉、茎、種子、および根に由来する生成物が含まれてよい。シ
ョウガは、ひいた粉、ひきたての、噴霧乾燥した、凍結乾燥した、湿った根、抽出物、油
、懸濁液、油および水、または溶液の形であってよい。ショウガは調理されたものであっ
てよく、または生であってよい。本明細書におけるショウガの“抽出物”は、流体抽出物
、チンキ、精油、留出物および含油樹脂が含まれる、ショウガから抽出された物質を含有
するあらゆる調製物である。ショウガの抽出物は、本明細書で記述される、または当技術
において当業者に既知の方法のいずれかにより調製されてよい。
【００２３】
　[0028]　用語“炎症性腸疾患”または“ＩＢＤ”は、大腸および時おり小腸の炎症性の
病気を指す。その用語は、連続的な、または反復性の腹部の痛みまたは痙攣により特性付
けられる特発性の胃腸障害のグループも指す。痛みは、穏やかなものから重篤なものまで
の範囲に及ぶ可能性がある。痛みはしばしば変化した腸の運動性（例えば、下痢、便秘ま
たは両方）と関係している。
【００２４】
　[0029]　ＩＢＤは胃腸管の固有層内の炎症性浸潤によっても特性付けられる。ＩＢＤは
、分節性肉芽腫性全腸炎、リンパ形質細胞性腸炎、好酸球性（ｅｏｉｓｉｎｏｐｈｉｌｉ
ｃ）胃小腸大腸炎、リンパ球性胃小腸大腸炎、化膿性全腸炎および組織球性大腸炎を含む
。これらの特定のタイプのＩＢＤは、固有層において見られる炎症性浸潤のタイプに基づ
いて特性付けられる。炎症性浸潤は重篤さおよび細胞型の点で極めて多様である可能性が
あり、リンパ球および形質細胞が最も一般的な細胞型である。炎症性浸潤は、胃、小腸お
よび結腸を含む可能性がある。例えばネコでは、胃および小腸が最も頻繁に冒される。多
くの場合において、腸の多数の分節が関わっており、臨床徴候は粘膜病変の広い分布を反
映して混じり合っている可能性がある。ＩＢＤの重篤さは、穏やかな臨床徴候から命にか
かわるようなタンパク質喪失性腸疾患まで様々である。
【００２５】
　[0030]　ＩＢＤは、以下の症状のいずれかにより特徴付けることができる：腹痛、嘔吐
、下痢、血便排泄（便中の鮮やかな赤い血）、体重減少、ならびに関節炎、壊疽性膿皮症
、および原発性硬化性胆管炎のような様々な関係する病気または疾患。ＩＢＤは以下の病
気の結果である可能性もある：クローン病、潰瘍性大腸炎、免疫系の機能亢進、コラーゲ
ン形成大腸炎、リンパ球性大腸炎、虚血性大腸炎、空置大腸炎、ベーチェット症候群、感
染性大腸炎、および明確でない大腸炎。
【００２６】
　[0031]　粘膜の炎症性浸潤は、ＩＢＤの臨床徴候の原因である。粘膜の炎症は正常な吸
収プロセスを混乱させる。そのような混乱は結果として吸収不良および浸透圧性下痢をも
たらす。変化した腸管の浸透性は、結果として体液、タンパク質および血液の腸管内腔中
への漏出をもたらし得る。脂肪、炭水化物、および胆汁酸の吸収不良は結果として分泌性
下痢をもたらす。炎症仲介因子も、杯細胞による腸分泌および粘液産生を直接誘発する可
能性がある。粘膜の炎症性浸潤は腸の、および結腸の運動性のパターンを変化させる可能
性があり、これはプロスタグランジン類およびロイコトリエン類の平滑筋への影響に起因
すると考えられる機構である。胃および小腸の炎症は、嘔吐を誘発する受容体を刺激する
。例えばネコでは、ＩＢＤの最も一般的な臨床徴候は慢性的な嘔吐、下痢および体重減少
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である。
【００２７】
　[0032]　用語“慢性下痢”、または“ＣＤ”は、慢性的または持続性の軟便または液状
便の存在を指す。下痢はウイルス、寄生虫、または細菌感染症により引き起こされる可能
性があり、またはそれは別の病気、例えば赤痢、コレラ、ボツリヌス中毒、ラクトース不
耐症、虫垂炎、セリアック病、フルクトース吸収不良、悪性貧血、膵臓分泌の喪失、潰瘍
性大腸炎、虚血性腸疾患、腸癌、ホルモン腫瘍、またはクローン病の症状である可能性が
ある。下痢は消化器系の機能不全により引き起こされる可能性がある。分泌性下痢は、能
動的分泌の増大、または吸収の阻害を指す。浸透圧性下痢は腸中に吸い込まれる水が多す
ぎることを指し、それはしばしば塩イオン、例えばナトリウム、カリウム、および塩化物
の濃度の変化によるものである。運動性に関連する下痢は、腸を通る食物の急な動き（運
動過剰）により引き起こされる。炎症性下痢は、粘膜の裏層または刷子縁への損傷がある
場合に起こり、それはタンパク質に富む体液の受動的な喪失およびこれらの失われた体液
を吸収する能力の減少につながる。
【００２８】
　[0033]　炎症は、傷害性の刺激を除去し、傷害性の刺激により影響を受けた組織に関し
て治癒プロセスを開始するための生物による保護的な試みを指す。炎症は急性または慢性
のどちらかとして分類することができる。急性の炎症は有害な刺激への初期の応答であり
、血漿および白血球の血液からその損傷した組織中への移動の増大により達成される。生
化学的事象のカスケードがその炎症反応を広め、そして成熟させ、それには局所の脈管系
、免疫系、およびその損傷した組織内の様々な細胞が関わっている。慢性的な炎症、また
は長期化した炎症は、炎症の部位に存在する細胞のタイプの進行性の変化をもたらし、そ
の炎症プロセスからの組織の同時の破壊および治癒により特性付けられる。
【００２９】
　[0034]　アポトーシスはプログラム細胞死の主なタイプの１つを指し、特徴的な細胞の
形態および死につながる一連の生化学的事象、より具体的に言えば、小疱形成、細胞膜へ
の変化、例えば膜の非対称性および付着の喪失、細胞の収縮、核断片化、クロマチン凝縮
、ならびに染色体ＤＮＡの断片化が含まれる様々な形態変化につながる一連の生化学的事
象を指す。
【００３０】
　[0035]　ＤＮＡ修復は、それにより細胞がそれのゲノムをコードしているＤＮＡ分子へ
の損傷を同定して修正するプロセスの集合を指す。細胞のＤＮＡ修復能力はそれのゲノム
の完全性に不可欠であり、従ってそれの正常な機能およびその生物の正常な機能に不可欠
である。正常な代謝活動ならびに環境要因、例えばＵＶ光および放射線の両方がＤＮＡの
損傷を引き起こす可能性があり、結果として１日あたり、細胞あたり１００万個もの個々
の分子の損傷をもたらす。これらの損傷の多くはＤＮＡ分子への構造的損傷を引き起こし
、影響を受けたＤＮＡがコードしている遺伝子を転写する細胞の能力を変化させる、また
は除去する可能性がある。他の損傷は、細胞のゲノムにおいて、それが有糸分裂を経た後
にそれの娘細胞の生存に影響を及ぼす有害な変異を誘導する可能性がある。結果として、
ＤＮＡ修復プロセスは、それがそのＤＮＡ構造における損傷に応答するように常に活性で
ある。ＤＮＡ修復の速度は、その特定の細胞型、その細胞の古さ、および細胞外環境のよ
うな多くの要因に依存する。大量のＤＮＡ損傷を蓄積した細胞、またはもはやそれのＤＮ
Ａに受けた損傷を有効に修復できない細胞は、３種類の可能性のある状態の１つに入り得
る：老化、アポトーシス、または制御されない細胞増殖。
【００３１】
　[0036]　酸化的ストレスは、活性酸素種の生成およびその反応中間体をすぐに無毒化す
る、またはその結果として生じる損傷を容易に修復する生物学的系の能力の間の不均衡を
指す。活性酸素種には、超酸化物、オゾン、過酸化物およびヒドロキシルラジカルが含ま
れる。酸化的ストレスは、ＤＮＡの損傷、脂質中の多価不飽和脂肪酸の酸化、タンパク質
中のアミノ酸の酸化、および補因子の酸化により特定の酵素を酸化的に不活性化すること



(8) JP 2013-515500 A 2013.5.9

10

20

30

40

50

のような機構により、細胞の損傷を引き起こす。
【００３２】
　[0037]　“大型の品種”のイヌ科の動物という用語は、一般に成体の時に体重が５５ポ
ンドより大きいイヌ科の動物を意味する。“普通の品種”のイヌ科の動物という用語は、
成体の時に体重が５５ポンドより小さく２０ポンドより大きいイヌ科の動物を意味する。
“小型の品種”のイヌ科の動物という用語は、成体の時に体重が２０ポンドより小さいイ
ヌ科の動物を意味する。用語“高齢の（ｓｅｎｉｏｒ）”または“成熟した成体”は、動
物のライフステージを指す。小型の、または普通の品種のイヌ科の動物に関して、“高齢
の”ライフステージは約７から約１０歳までである。ネコ科の動物に関して、“高齢の”
ライフステージは約７から約１２歳までである。大型の品種のイヌ科の動物に関しては、
５歳より上は“高齢”に相当する。
【００３３】
　[0038]　本明細書で用いられる際、用語“本発明の組成物”は、ショウガが含まれる動
物飼料用フード組成物を指す。本発明の組成物には、約０．５重量％、約１重量％、約１
．５重量％、約２重量％、約３重量％、約４重量％、約５重量％、約６重量％、約７重量
％、約８重量％、約９重量％、または約１０重量％の量のショウガが含まれる。本発明の
組成物は、炎症性腸障害を緩和することができる。本発明の組成物は、下痢を緩和するこ
とができる。本発明の組成物は、炎症を緩和することができる。本発明の組成物は、関節
炎の病気、例えば骨関節炎、またはコンパニオンアニマルにおけるより一般的でない炎症
性の関節疾患、例えばリウマチ性関節炎、乾癬性関節炎もしくは他の変性関節障害を軽減
することができる。本発明の組成物は、細胞のアポトーシスを緩和することができる。本
発明の組成物は、ＤＮＡ修復を向上させることができる。本発明の組成物は、タンパク質
損傷を緩和することができる。本発明の組成物は、酸化的ストレスを緩和することができ
る。
【００３４】
　[0039]　本発明の組成物は、液体または固体のフードであることができる。組成物が液
体である場合、ショウガは他の構成要素と混合することができる。組成物が固体である場
合、ショウガは組成物上にコートされてよく、組成物中に組み込まれてよく、または両方
であってよい。
【００３５】
　[0040]　様々な態様において、ショウガは動物のフードに添加されてよい。特定の態様
において、ショウガは配合業者もしくは製造業者により現場で、または動物の介護者によ
り動物に与える前に添加されてよい。他の態様において、ショウガは動物のフードの加工
の間に、例えば組成物の他の構成要素の混合の間および／または後に添加されてよく、そ
の後それが包装されて消費者に入手可能になる。そのような加工には、押出し成形、缶詰
め、ベーキング等、または当業者に既知のペットフードを製造するプロセスのいずれかの
他の方法が含まれてよい。
【００３６】
　[0041]　本明細書で用いられる際、“成分”は組成物のあらゆる構成要素を指す。
　[0042]　用語“栄養素”は、栄養を提供する物質を指す。ある場合では、成分は１種類
より多くの“栄養素”を含んでいてよく、例えば、ある組成物は魚油を成分として含み、
その油自体が重要な栄養素、例えばエイコサペンタエン酸およびドコサヘキサエン酸を含
んでいてよい。これらの用語における区別は、当業者にはよく知られている。
【００３７】
　[0043]　本明細書で意図される際、本発明の組成物は、追加でショウガを含む栄養的に
完全で釣り合いのとれた動物用フード組成物を含むことを意味する。“栄養的に完全な飼
料”は、その飼料を食べる健康な動物の正常な健康状態の維持のための十分な栄養素が含
まれる飼料である。
【００３８】
　[0044]　栄養的に完全で釣り合いのとれたペットフード組成物は、当業者にはよく知ら
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れている。例えば、栄養的に完全で釣り合いのとれた動物用フード組成物に適した栄養素
および成分のような物質およびその推奨される量は、例えば米国飼料検査官協会（ＡＡＦ
ＣＯ）の公式刊行物（ジョージア州アトランタ、２００５）、または国家研究会議の“Nu
trient Requirements of Dogs and Cats”（The National Academy Press、ワシントンＤ
．Ｃ．、２００６）において見つけることができる。
【００３９】
　[0045]　例えば、本発明の栄養的に完全で釣り合いのとれたドッグフード組成物は、以
下のものを含んでいてよい：約０重量％～約９０重量％、好ましくは約５重量％～６０重
量％の炭水化物；約５重量％～約７０重量％、好ましくは約１０重量％～約６０重量％の
タンパク質；約２重量％～約５０重量％、好ましくは約５重量％～約４０重量％の脂肪；
約０．１重量％～約２０重量％、好ましくは約１重量％～約１１重量％の総食物線維；約
０重量％～約１５重量％、好ましくは約２重量％～約８重量％のビタミンおよび鉱質、抗
酸化剤、および動物の栄養要求を支持する他の栄養素；ならびに約０．５重量％～約１．
５重量％、好ましくは２重量％、より好ましくは１重量％のショウガ。
【００４０】
　[0046]　例えば、本発明の栄養的に完全で釣り合いのとれたキャットフード組成物は、
以下のものを含んでいてよい：約０重量％～約９０重量％、好ましくは約５重量％～５０
重量％の炭水化物；約５重量％～約７０重量％、好ましくは約２０重量％～約６０重量％
のタンパク質；約２重量％～約５０重量％、好ましくは約５重量％～約４０重量％の脂肪
；約０．１重量％～約２０重量％、好ましくは約１重量％～約１１重量％の総食物線維；
約０重量％～約１５重量％、好ましくは約２重量％～約８重量％のビタミンおよび鉱質、
抗酸化剤、および動物の栄養要求を支持する他の栄養素；ならびに約０．５重量％～約１
．５重量％、好ましくは２重量％、より好ましくは１重量％のショウガ。
【００４１】
　[0047]　本明細書で用いられる際、用語“サプリメント（単数または複数）”には全体
の栄養の釣り合いまたは性能を向上させるために別の飼料と共に用いられる飼料が含まれ
るが、それらに限定されない。サプリメントには、他の飼料へのサプリメントとして希釈
されずに与えられる組成物、別々に入手可能な動物のレーション（ｒａｔｉｏｎ）の他の
部分と共に自由選択で与えられる組成物、または動物の通常の飼料で希釈されて、もしく
はそれと混合されて完全な飼料をもたらす組成物が含まれるが、それらに限定されない。
例えば、米国飼料検査官協会の公式刊行物はサプリメントに関する論考を含有する。サプ
リメントは、例えば粉末、液体、シロップ、丸剤、封入された（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅ
ｄ）組成物等が含まれる様々な形であってよい。
【００４２】
　[0048]　用語“炭水化物”には、本明細書で用いられる際、加水分解された際にエネル
ギーのために代謝される多糖類（例えばデンプン類およびデキストリン類）および糖類（
例えばスクロース、ラクトース、マルトース、グルコース、およびフルクトース）が含ま
れる。本明細書で開示される組成物に含ませるのに適した炭水化物の例には、トウモロコ
シ、グレインソルガム、小麦、大麦、および米が含まれるが、それらに限定されない。
【００４３】
　[0049]　本明細書で用いられる際、“可溶性線維”は、消化の間に水を引きつけて栄養
素の吸収の速度を遅くする食物線維を指し、それは典型的には例えば燕麦の糠、種子類、
豆類、ならびに特定の果物および野菜、例えばてん菜パルプ、グアーガム、チコリの根、
オオバコ、ペクチン、ブルーベリー、クランベリー、カボチャ、リンゴ、燕麦、豆類、柑
橘類、大麦およびエンドウマメ中に見られる。本明細書で用いられる際、その用語は本明
細書で開示される組成物に適した可溶性線維のあらゆる源を含み、それは当業者には明ら
かであろう。
【００４４】
　[0050]　用語“抗酸化剤”は、フリーラジカルと反応してそれらを中和することができ
る物質を意味する。そのような物質の説明的な例には、ベータ－カロテン、セレン、補酵
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素Ｑ１０（ユビキノン）、ルテイン、トコトリエノール類、大豆イソフラボン類、Ｓ－ア
デノシルメチオニン、グルタチオン、タウリン、Ｎ－アセチルシステイン、ビタミンＥ、
ビタミンＣ、リポ酸およびＬ－カルニチンが含まれる。有用なレベルの１種類以上の抗酸
化剤を含有するフードの例には、イチョウ（ｇｉｎｋｇｏ　ｂｉｌｂｏａ）、緑茶、ブロ
ッコリー、柑橘類の果肉、ブドウの絞りかす、トマトの絞りかす、ニンジン、ホウレンソ
ウ、および多種多様な果物ミールおよび野菜ミールが含まれるが、それらに限定されない
。抗酸化剤の単位は本明細書において“ｐｐｍ”として提供される可能性があるが、抗酸
化剤の適切な量は、例えばビタミンＥのような所与の抗酸化剤に関して適切である、およ
び慣習的である場合、“ＩＵ／ｋｇ”として提供されてもよいことは、当業者には理解さ
れるであろう。
【００４５】
　[0051]　本明細書で用いられる際、動物の生活の質を“向上させること”または“高め
ること”は、俊敏さ、生命力、軟骨の保護、筋肉量の維持、可消化性、ならびに皮膚およ
び毛皮の質からなるグループから選択される１種類以上の特徴における向上または増進を
指す。加えて、血液凝固ならびに血小板の活性化および凝集、骨および筋肉の完全性、炎
症反応、軟骨の分解および疼痛反応、ＤＮＡ損傷および修復経路、神経機能、グリコーゲ
ンの合成および分解、解糖、糖新生、ペントースリン酸経路ならびに電子伝達における向
上／増進も意図される。
【００４６】
　[0052]　特徴または生物学的経路における“向上”または“増進”は、その特徴または
経路に関して正常に見える、および／または機能する傾向があり、その特徴または経路に
おける例えば高齢の動物に典型的である可能性のある病的変化を反映する傾向がより少な
いような、前記の特徴または生物学的経路における修正を指す。
【００４７】
　[0053]　本明細書で用いられる際、疾患または障害を患う動物を“処置する”ための方
法は、その疾患または障害を予防する、および／または改善する方法も含むことを意味す
る。
【００４８】
　[0054]　本発明は概して、コンパニオンアニマルにおいて炎症または炎症性障害を予防
するための有効量のショウガを含むコンパニオンアニマルのためのペットフード組成物を
含む。
【００４９】
　[0055]　特定の態様において、ショウガの有効量は少なくとも０．５重量％である。本
発明の他の態様において、ショウガは乾燥物質に基づいて約０．５重量％～約２重量％の
範囲で存在する。
【００５０】
　[0056]　特定の態様において、コンパニオンアニマルはイヌである。
　[0057]　特定の態様において、コンパニオンアニマルはネコである。
　[0058]　組成物には、ショウガに加えて、脂肪、炭水化物、タンパク質、線維、栄養調
整剤（ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　ｂａｌａｎｃｉｎｇ　ａｇｅｎｔｓ）、例えばビタミン
類、鉱質、および微量元素、ならびにそれらの混合物が含まれるがそれらに限定されない
、コンパニオンアニマルによる消費に適した少なくとも１種類の構成要素が含まれる。当
業者は、典型的なフードに関するフード成分の量およびタイプを、動物の食事要求、例え
ば動物の種、年齢、大きさ、体重、健康状態、および機能に基づいて選択することができ
る。
【００５１】
　[0059]　フード組成物には約１００％までのあらゆる特定のフード成分が含まれること
ができ、または様々な割合でのフード成分の混合物が含まれることができる。特定の態様
において、フード組成物には、以下の量のフード成分の組み合わせが含まれる：約０重量
％～５０重量％の脂肪、０重量％～７５重量％の炭水化物、０重量％～９５重量％のタン
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パク質、０重量％～４０重量％の食物線維、および０重量％～１５重量％の１種類以上の
栄養調整剤。
【００５２】
　[0060]　特定の態様において、脂肪および炭水化物フード成分は、様々な源、例えば動
物性脂肪、魚油、植物油、肉、肉の副産物、穀物、他の動物または植物源、およびそれら
の混合物から得られる。穀物には小麦、トウモロコシ、大麦、および米が含まれる。
【００５３】
　[0061]　特定の態様において、タンパク質フード成分は、様々な源、例えば植物、動物
、または両方から得られる。動物性タンパク質には、肉、肉の副産物、乳製品（ｄａｉｒ
ｙ）、および卵が含まれる。肉には、家禽、魚、および動物、例えばウシ、ブタ、ヒツジ
、ヤギ等からの肉が含まれ；肉の副産物には、肺、腎臓、脳、肝臓、胃、および腸が含ま
れる。タンパク質フード成分は、遊離アミノ酸および／またはペプチドであってもよい。
好ましくは、タンパク質フード成分には肉、肉の副産物、乳製品、または卵が含まれる。
【００５４】
　[0062]　特定の態様において、線維フード成分は、様々な源、例えば植物線維源、例え
ばセルロース、てん菜パルプ、落花生殻、および大豆線維から得られる。
　[0063]　特定の態様において、栄養調整剤は、当業者に既知の様々な源、例えばビタミ
ンおよび鉱質サプリメントならびにフード成分から得られる。ビタミン類および鉱質は、
欠乏を避け健康を維持するのに必要な量で含まれることができる。これらの量は当技術に
おいてすぐに入手可能である。国家研究会議（ＮＲＣ）は、家畜に関するそのような栄養
素の推奨量を提供している。例えば、Nutrient Requirements of Swine (第１０改訂版、
Nat’l Academy Press、ワシントンD.C.、1998)、Nutrient Requirements of Poultry (
第９改訂版、Nat’l Academy Press、ワシントンD.C.、1994)、Nutrient Requirements o
f Horses (第５改訂版、Nat’l Academy Press、ワシントンD.C.、1989)を参照。米国飼
料検査官協会（ＡＡＦＣＯ）は、イヌおよびネコに関するそのような栄養素の推奨量を提
供している。例えば、米国飼料検査官協会の公式刊行物を参照。一般に食品添加物として
有用であるビタミン類には、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、
ビタミンＢ１２、ビタミンＤ、ビオチン、ビタミンＫ、葉酸、イノシトール、ナイアシン
、およびパントテン酸が含まれる。食品添加物として有用である鉱質および微量元素には
、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、銅、亜鉛、塩化物、鉄、セ
レン、ヨウ素、および鉄が含まれる。
【００５５】
　[0064]　特定の態様において、フード組成物は当業者に既知の追加の成分、例えばビタ
ミン類、鉱質、充填剤、美味性増進剤、結合剤、香味、安定剤、乳化剤、甘味剤、着色剤
、緩衝剤、塩類、コーティング、および同様のものを含有していてよい。安定剤には、組
成物の貯蔵寿命を増大させる傾向がある物質、例えば保存剤、相乗剤および隔離剤、包装
用ガス（ｐａｃｋａｇｉｎｇ　ｇａｓｅｓ）、安定剤、乳化剤、シックナー、ゲル化剤、
および湿潤剤が含まれる。乳化剤および／または増粘剤の例には、ゼラチン、セルロース
エーテル類、デンプン、デンプンエステル類、デンプンエーテル類、および修飾されたデ
ンプン類が含まれる。それぞれの組成物の構成要素、フード成分、および他の成分に関す
る具体的な量は、様々な要素、例えば組成物に含まれる個々の構成要素および成分；動物
の種；動物の年齢、体重、全身の健康状態、性別、および食事；動物の摂食速度；処置さ
れる疾患または病気のタイプ；および同様のことに依存するであろう。従って、構成要素
および成分の量は広く異なっていてよく、本明細書で記述される好ましい比率から逸脱し
てよい。
【００５６】
　[0065]　特定の態様において、タンパク質の量は組成物の総重量に基づいて５重量％～
７０重量％である。
　[0066]　特定の態様において、脂肪の量は組成物の総重量に基づいて２重量％～５０重
量％である。
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【００５７】
　[0067]　特定の態様において、線維の量は組成物の総重量に基づいて０．１重量％～２
０重量％である。
　[0068]　特定の態様において、炭水化物の量は組成物の総重量に基づいて５重量％～９
０重量％である。
【００５８】
　[0069]　特定の態様において、ペットフード組成物はさらに以下のもののいずれかを含
む：ビタミンＥ、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、他
のｎ－３脂肪酸、ｎ－６脂肪酸、粗繊維、可溶性線維、および前記の成分の混合物。
【００５９】
　[0070]　特定の態様において、ショウガは約０．５重量％で存在する。
　[0071]　特定の態様において、ショウガは約１重量％で存在する。
　[0072]　特定の態様において、ショウガは約１．５重量％で存在する。
【００６０】
　[0073]　特定の態様において、ショウガは約２重量％で存在する。
　[0074]　組成物は、動物の健康状態を維持する、または向上させることを意図した追加
の成分、例えばサプリメント、薬物、薬草、全体論的薬物および組成物、ならびに同様の
ものを含有することができる。
【００６１】
　[0075]　本発明の組成物には、１種類以上の疾患または病気を予防または処置するため
の１種類以上の追加の成分が含まれていてよい。これを成し遂げる飼料中の構成要素は、
抗酸化剤またはその混合物であってよい。抗酸化剤はフリーラジカルを抑える（ｑｕｅｎ
ｃｈｅｓ）物質である。そのような物質の例には、イチョウ、柑橘類の果肉、ブドウの絞
りかす、トマトの絞りかす、ニンジンおよびホウレンソウのようなフード（全て好ましく
は乾燥させたものである）、ならびに様々な他の物質、例えばベータ－カロテン、セレン
、補酵素Ｑ１０（ユビキノン）、ルテイン、トコトリエノール類、大豆イソフラボン類、
Ｓ－アデノシルメチオニン、グルタチオン、タウリン、Ｎ－アセチルシステイン、ビタミ
ンＥ、ビタミンＣ、アルファ－リポ酸、ｌ－カルニチンおよび同様のものが含まれる。ビ
タミンＥはトコフェロールまたはトコフェロール類の混合物およびその様々な誘導体、例
えばビタミンＥアセテート、スクシネート、パルミテートのようなエステル類および同様
のものとして投与することができる。そのアルファ型が好ましいが、ベータ、ガンマ、お
よびデルタ型が含まれ得る。そのｄ型が好ましいが、ラセミ混合物が許容可能である。そ
の型および誘導体は、ペットによる消化の後にビタミンＥ様の活性で機能するであろう。
ビタミンＣは、この飼料において、アスコルビン酸ならびにペットによる消化の後にビタ
ミンＣ様の活性で機能するであろうその様々な誘導体、例えばリン酸カルシウム塩類、コ
レステリル塩（ｃｈｏｌｅｓｔｅｒｙｌ　ｓａｌｔ）、２－モノホスフェート、および同
様のものとして投与することができる。それらは液体、半固体、固体および熱安定性の形
のようなあらゆる形であることができる。Ｌ－カルニチンは飼料中に投与することができ
、カルニチンの様々な誘導体、例えばその塩類、例えば塩酸塩、フマル酸塩およびコハク
酸塩類、ならびにアセチル化カルニチン、ならびに同様のものを用いることができる。
【００６２】
　[0076]　飼料中で投与される量は、全てその飼料の重量％（乾燥物質基準）として、有
効物質として計算され、それ自体は、それは遊離の物質として測定される。用いられる最
大量は、毒性を引き起こすべきでない。少なくとも約１００ｐｐｍまたは少なくとも約１
５０ｐｐｍのビタミンＥを用いることができる。約５００～約１，０００ｐｐｍの好まし
い範囲を用いることができる。必ずしもそうとは限らないが、約２０００ｐｐｍまたは約
１５００ｐｐｍの最大値は一般には超過されない。ビタミンＣに関しては、少なくとも約
５０ｐｐｍ、望ましくは少なくとも約７５ｐｐｍおよびより望ましくは少なくとも約１０
０ｐｐｍが用いられる。非毒性の最大値を用いることができる。リポ酸の量は、少なくと
も約２５、望ましくは少なくとも約５０ｐｐｍ、より望ましくは約１００ｐｐｍから様々
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であることができる。最大量は、１００ｐｐｍから６００ｐｐｍまで、またはペットにと
って非毒性であるままである量まで様々であることができる。好ましい範囲は、１００ｐ
ｐｍから２００ｐｐｍまでである。ｌ－カルニチンに関しては、イヌ科の動物に関して約
５０ｐｐｍ、望ましくは約２００ｐｐｍ、より望ましくは約３００ｐｐｍが有用な最小値
である。ネコ科の動物に関しては、ｌ－カルニチンのわずかに高い最小値、例えば約１０
０ｐｐｍ、２００ｐｐｍ、および５００ｐｐｍを用いることができる。非毒性の最大量を
用いることができ、それは例えば約５，０００ｐｐｍ未満である。イヌ科の動物に関して
、より低い量を用いることができ、それは例えば約５，０００ｐｐｍ未満である。イヌ科
の動物に関して、好ましい範囲は２００ｐｐｍ～４００ｐｐｍである。ネコ科の動物に関
して、好ましい範囲は４００ｐｐｍ～６００ｐｐｍである。１～１５ｐｐｍにおけるベー
タ－カロテンを用いることができる。０．１～５ｐｐｍまでにおけるセレンを用いること
ができる。少なくとも約５ｐｐｍのルテインを用いることができる。少なくとも約２５ｐ
ｐｍのトコトリエノール類を用いることができる。少なくとも約２５ｐｐｍの補酵素Ｑ１
０を用いることができる。少なくとも約５０ｐｐｍのＳ－アデノシルメチオニンを用いる
ことができる。少なくとも約１０００ｐｐｍのタウリンを用いることができる。少なくと
も約２５ｐｐｍの大豆イソフラボン類を用いることができる。少なくとも約５０ｐｐｍの
Ｎ－アセチルシステインを用いることができる。少なくとも約５０ｐｐｍのグルタチオン
を用いることができる。少なくとも５０ｐｐｍのイチョウの抽出物を用いることができる
。
【００６３】
　[0077]　特定の態様において、組成物にはさらに有効量の、グルコサミン、コンドロイ
チン、コンドロイチン硫酸、メチルスルホニルメタン（“ＭＳＭ”）、クレアチン、抗酸
化剤、ペルナ・カナリキュラタ（Ｐｅｒｎａ　ｃａｎａｌｉｃｕｌａｔａ）、オメガ－３
脂肪酸類、オメガ－６脂肪酸類およびそれらの混合物からなるグループから選択される少
なくとも１種類の物質が含まれる。
【００６４】
　[0078]　特定の態様において、組成物はトリーツであることができる。トリーツには、
動物を食事時間ではない間に食べるように誘うために動物に与えられる組成物、例えばイ
ヌ科の動物のためのドッグボーンが含まれる。トリーツはその組成に１種類以上の栄養素
が含まれる栄養性のものであってよく、および／またはそれはフード様の組成を有してい
てよい。非栄養性のトリーツは、非毒性であるあらゆる他のトリーツを含む。組成物また
は構成要素は、そのトリーツの上にコートされており、そのトリーツの中に組み込まれて
おり、またはその両方である。本発明のトリーツは、乾燥フードに関して用いられるプロ
セスに類似した押し出しまたはベーキングプロセスにより調製することができる。組成物
を既存のトリーツの形の外側の上にコートする、または組成物を既存のトリーツの形の中
に注入するために、他のプロセスを用いてもよい。
【００６５】
　[0079]　特定の態様において、組成物は玩具であることができる。玩具には、人工の骨
のような噛むことができる玩具が含まれる。ショウガは、玩具の表面上、もしくは玩具の
構成要素の表面上のコーティングを形成している、玩具全体にわたって部分的にもしくは
完全に組み込まれている、またはその両方であることができる。現在市場に出されている
広い範囲の適切な玩具が存在し、例えば米国特許第５，３３９，７７１号、米国特許第５
，４１９，２８３号、およびそれらの中で開示されている参考文献を参照。この発明は、
部分的に消費可能である玩具、例えばプラスチックの構成要素が含まれる玩具、ならびに
完全に消費可能である玩具、例えば生皮および様々な人工の骨の両方を提供する。本発明
は好ましくはイヌまたはネコによる使用のための玩具を提供する。
【００６６】
　[0080]　特定の態様において、コンパニオンアニマルは高齢の動物である。
　[0081]　特定の態様において、炎症性障害は関節炎である。
　[0082]　特定の態様において、炎症性の病気は炎症性腸障害である。
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【００６７】
　[0083]　別の態様において、本発明は、それを必要とするコンパニオンアニマルにおい
て胃腸の障害を改善または予防するための方法であって、その動物にそのコンパニオンア
ニマルにおいて胃腸の障害を改善または予防するための有効量のショウガを含むコンパニ
オンアニマルのためのペットフード組成物を投与することを含む方法を含む。
【００６８】
　[0084]　特定の態様において、コンパニオンアニマルはイヌである。
　[0085]　特定の態様において、コンパニオンアニマルはネコである。
　[0086]　特定の態様において、胃腸の障害は炎症性腸障害である。
【００６９】
　[0087]　特定の態様において、胃腸の障害は下痢である。
　[0088]　特定の態様において、本発明は、少なくとも約０．５重量％のショウガが含ま
れる動物のための飼料組成物を含む。他の態様において、ショウガは約１重量％で存在し
ていてよい。他の態様において、ショウガは乾燥物質に基づいて約０．５重量％～約２重
量％の範囲で存在していてよい。
【００７０】
　[0089]　フード組成物には約１００％までのあらゆる特定のフード成分が含まれること
ができ、または様々な割合でのフード成分の混合物が含まれることができる。特定の態様
において、フード組成物には、以下の量のフード成分の組み合わせが含まれる：約０重量
％～５０重量％の脂肪、０重量％～７５重量％の炭水化物、０重量％～９５重量％のタン
パク質、０重量％～４０重量％の食物線維、および０重量％～１５重量％の１種類以上の
栄養調整剤。
【００７１】
　[0090]　様々な態様において、本発明のコンパニオンアニマルは家ネコ（フェリス・ド
メスティクス（Ｆｅｌｉｓ　ｄｏｍｅｓｔｉｃｕｓ））または家イヌ（カニス・ドメステ
ィクス（Ｃａｎｉｓ　ｄｏｍｅｓｔｉｃｕｓ））である。他のコンパニオンアニマルには
、魚、トリおよびウマが含まれる。
【００７２】
　[0091]　様々な態様において、ペットフード組成物にはさらにトウモロコシ、家禽ミー
ル、美味性増進剤、塩化カリウム、ヨウ素添加塩、炭酸カルシウム、コリン塩化物、鉱質
、鉱質プレミックス、保存剤、ビタミン類、およびそれらの混合物が含まれることができ
る。特定の態様において、飼料用フード組成物にはさらにＬ－トリプトファンが含まれて
よい。
【００７３】
　[0092]　特定の態様において、飼料用フード組成物は高齢の動物に投与することができ
る。特定の態様において、飼料組成物は下痢または炎症性腸障害を有する動物に投与する
ことができる。
【００７４】
　[0093]　他の態様において、本発明は、動物の生活の質を、動物に少なくとも約０．５
重量％のショウガが含まれる組成物を与えることにより向上させるための方法を含む。組
成物には、例えば組成物の約１重量％、１．５重量％または２重量％の量のショウガが含
まれる。
【００７５】
　[0094]　別の態様において、方法は、それを必要とする動物にその動物の生活の質を高
めるのに有効である量のショウガが含まれる組成物を与えることを含み、ここで高められ
た生活の質は炎症性障害または下痢における低減により明示される。
【００７６】
　[0095]　別の態様において、本発明は、それを必要とする動物において胃腸の困難を処
置するための方法であって、その動物に本発明の飼料用フード組成物を投与することが含
まれる方法を含む。特定の態様において、動物はコンパニオンアニマル、例えばイヌまた
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はネコであってよい。特定の態様において、胃腸の困難は炎症性腸障害または下痢であっ
てよい。
【００７７】
　[0096]　別の態様において、本発明は、それを必要とする動物において炎症を処置する
ための方法であって、その動物にショウガが含まれる本発明の飼料用フード組成物を投与
することが含まれる方法を含む。特定の態様において、炎症は炎症性腸障害または関節炎
であってよい。
【００７８】
　[0097]　本発明は、有益な作用を提供するペットフード組成物ならびにその調製および
使用の方法を含む。有益な作用は抗炎症性であってよい。有益な作用は抗関節炎性であっ
てよい。有益な作用は抗下痢性であってよい。本発明は、動物の炎症性腸障害または下痢
への反応を向上させる、または増進するための方法を提供する。
【００７９】
　[0098]　本発明は、胃腸の炎症および下痢と関係する症状を弱めるためのショウガの使
用を提供する。
　[0099]　本発明者らは、関節炎を有するネコおよびイヌにおいて炎症性マーカーを低減
する、および軟骨合成のマーカーを向上させるショウガの作用を同定した。０．５％のシ
ョウガを含有するフードを与えることはＩＬ－１ベータおよびＩＬ－６を低減し、炎症／
関節炎と関係するＩＦＮ－ガンママーカーを低下させる傾向があった。加えて、ショウガ
はコラーゲン合成のマーカー（ＣＰＩＩ)により示されるような軟骨の合成を刺激し、コ
ラーゲンの合成の分解に対する比率（ＣＰＩＩ：ＣＴＸＩＩ）を向上させ、関節炎のネコ
（５７％）において関節炎でないネコ（８％）と比較してより大きなパーセントの増大が
観察された。イヌでは、対照フード＋１％ショウガを与えることは、結果として骨形成、
骨のターンオーバーのマーカー、およびＢＡＰ：ＮＴＸ比における向上をもたらした。こ
れは、ショウガを与えられたイヌは、関節炎の動物において通常は狂っている骨の合成お
よびターンオーバーの間の釣り合いが向上したことを示唆している。
【００８０】
　[00100]　ショウガは、ひいた粉、ひきたての、噴霧乾燥した、または凍結乾燥した、
湿った根、抽出物、または油の形であってよく、フードまたは飲料中に組み込むことがで
きる。
【００８１】
　[00101]　ショウガは、ショウガ抽出物、例えばショウガ粉末抽出物、ショウガ流体抽
出物、ショウガ粉末、およびショウガの１種類以上の有効化合物；ショウガの植物の一部
または全体；それらのチンキ；ならびにそれらの混合物が含まれる多くの異なる形でフー
ド中に組み込まれてよく、または栄養サプリメントとして用いられてよい。加えて、それ
に関して適切な合成経路が既知であるショウガのあらゆる特定の有効化合物に関して、そ
の有効化合物を合成により調製することができる。好ましくは、本発明の栄養サプリメン
トの第２の成分は、ショウガ抽出物、およびショウガの根の粉末から選択される。
【００８２】
　[00102]　ショウガの抽出物は新鮮な、または乾燥させたショウガの根から調製するこ
とができ、それはメタノール、エタノール、イソプロパノール、アセトン、酢酸エチル、
二酸化炭素、ヘキサン、塩化メチレン、クロロホルムまたは他の溶媒または類似の極性の
溶媒の混合物を用いた抽出により調製される。
【００８３】
　[00103]　ショウガは１～４％の精油（含油樹脂）を含有する。多くの化学的研究がシ
ョウガの精油の成分に関して実施されてきた。全部で２００より多い異なる揮発性化合物
がショウガの精油中で同定されてきた。ショウガの精油は、様々なテルペン類およびいく
らかの他の非テルペノイド化合物の混合物を含有する。
【００８４】
　[00104]　本発明において用いることができるショウガの有効化合物には以下のものが
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含まれるが、それらに限定されない：1,8-シネオール（1,8-cineole）、10-デヒドロギン
ゲルジオン（10-dehydrogingerdione）、10-ギンゲロール（10-gingerol）、6-ギンゲル
ジオン（6-gingerdione）、6-ギンゲロール、6-ショウガオール（6-shogaol）、8-β-17-
エポキシ-λ-トランス-12-エン-15,16-ジオール、8-ギンゲロール、8-ショウガオール、9
-オキソ-ネロリドール（9-oxo-nerolidol）、アセトアルデヒド、酢酸、アラニン、α-リ
ノレン酸（α-linolenic-acid）、α-フェランドレン（α-phellandrene）、α-ピエン（
α-piene）、α-テルピネン（α-terpinene）、α-テルピネオール（α-terpineol）、α
-ジンギベレン（α-zingiberene）、ar-クルクメン（ar-curcumene）、アルギニン、アス
コルビン酸、アスパラギン、β-ビサボロール（β-bisabolol）、β-カロテン、β-エレ
メン（β-elemene）、β-オイデスモール（β-eudesmol）、β-イオノン（β-ionone）、
β-ミルセン（β-myrcene）、β-フェランドレン、β-ピネン（β-pinene）、β-セリネ
ン（β-selinene）、β-セスキフェランドレン（β-sesquiphellandrene）、β-シトステ
ロール（β-sitosterol）、β-ツジョン（β-thujone）、酢酸ボルニル（bornyl-acetate
）、ホウ素、コーヒー酸（caffeic acid）、カルシウム、カンフェン（camphene）、カン
ファー、カプリン酸（capric acid）、カプリル酸（caprylic acid）、カプサイシン、カ
リオフィレン（caryophyllene）、カビコール（chavicol）、クロロゲン酸（chlorogenic
 acid）、クロム、シトラール、シトロネラール（citronellal）、シトロネラール、コバ
ルト、銅、クメン、クルクミン、シスチン、デルフィニジン（delphinidin）、Δ-カジネ
ン（Δ-cadinene）、エレモール（elemol）、酢酸エチル、ミリスチン酸エチル、ファル
ネサール（farnesal）、ファルネセン（farnesene）、フェルラ酸（ferulic acid）、フ
ルフラール（furfural）、γ-アミノ酪酸、γ-テルピネイン（γ-terpineine）、ゲラニ
アール（geranial）、ゲラニオール（geraniol）、酢酸ゲラニル、ギンゲレノン（ginger
enone）、グルタミン酸、グリシン、ヘキサヒドロクルクミン、ヒスチジン、イソギンゲ
レノン-B、イソロイシン、ケンペロール（kaempferol）、レシチン、リモネン（limonene
）、リノール酸、マグネシウム、マンガン、メチオニン、mufa、ミルセン（myrecene）、
ミリセチン（myricetin）、ミリスチン酸、ネラール（neral）、ネロール（nerol）、ネ
ロリドール（nerolidol）、ナイアシン、ニッケル、オレイン酸、シュウ酸、p-クマル酸
（p-coumaric acid）、p-シメン（p-cymene）、p-ヒドロキシ-安息香酸、パルミチン酸（
palmitic acid）、パントテン酸（pantothenic acid）、パラドール（paradol）、パチュ
リアルコール（patchoulic alcohol）、フェニルアラニン、ケルセチン（quercetin）、
リボフラビン（riboflavin）、セレン、シキミ酸（shikimic-acid）、テルピネン-4-オー
ル、チアミン、トリプトファン、バニリン酸、バニリン、亜鉛、およびジンゲロン（zing
erone）。加えて、これらの有効化合物の２種類以上の混合物を用いてよい。
【００８５】
　[00105]　理論により束縛されるわけではないが、本発明の利益はショウガまたはその
派生物の動物の飼料への添加からの生理作用の結果であってよい。同様に、抗酸化剤、コ
リン、および他の栄養素は高齢の動物の生活の質を高めることにおいて役割を果たすこと
ができる。
【００８６】
　[00106]　本発明は、ショウガが動物における病気を処置する、管理する、または改善
するのに有効な量で存在するフード組成物またはサプリメントを含む。ショウガの有効量
は、処置される患者、個々の投与の方式、用いられる個々の有効成分の活性、患者の年齢
、体重、全身の健康状態、性別および食事、投与の時間、排泄の速度、用いられる個々の
成分の組み合わせ、栄養サプリメントまたは栄養的に完全な飼料の主な成分の総含有量、
ならびに疾患または症状の重篤さのような要因に依存して様々であってよい。これらの要
因を説明することは、当業者の技術の範囲内である。
【００８７】
　[00107]　“フード”は、意図される受容者である動物（例えば家ネコまたは家イヌ）
のための栄養的に完全な飼料である。“栄養的に完全な飼料”は、その飼料を食べる健康
な動物の正常な健康状態の維持のための十分な栄養素が含まれる飼料である。この発明の
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方法は、タンパク質性もしくは脂肪成分または製品形態のいずれかの特定の一覧（ｌｉｓ
ｔｉｎｇ）により制限されることを意図されない組成物を利用する。組成物は、例えば、
一般に用いられるペットフードプロセスを用いて乾燥した、缶詰めされた、湿った、また
は中間的な水分の形で調製することができる。一部の態様において、含水量は組成物の総
重量の約５％から約９０％までである。他の態様において、含水量は組成物の総重量の約
６５％から約７５％までである。
【００８８】
　[00108]　フード組成物はさらに他の成分、例えばトウモロコシ、家禽ミール、グリー
ス、美味性増進剤、塩化カリウム、ヨウ素添加塩、炭酸カルシウム、コリン塩化物、鉱質
プレミックス、保存剤、ビタミンプレミックスを含有していてよい。フードはタンパク質
を含有していてよい。タンパク質は約５～５０重量％で存在していてよい。タンパク質は
動物性タンパク質であってよい。動物性タンパク質は総タンパク質の一部であってよい。
動物性タンパク質は総タンパク質の５０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９９％ま
たは１００％であってよい。フードは抗酸化剤、例えばビタミンＥを含有していてよい。
抗酸化剤は約０．０００１Ｕ／ｇ～３．０Ｕ／ｇフード、例えば０．１８Ｕ／ｇで存在し
ていてよい。フードは１重量％～５重量％のエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）を含有して
いてよい。脂肪酸、例えばｎ－３およびｎ－６脂肪酸も含まれていてよい。脂肪酸は約０
．０５重量％～５重量％で存在していてよい。ｎ－３脂肪酸は約０．０００１％～２％で
存在していてよい。ｎ－６脂肪酸は約０．５重量％～５重量％で存在していてよい。フー
ドは線維、例えば粗線維を含有していてよい。線維は０．１重量％～２０重量％で存在し
ていてよい。
【００８９】
　[00109]　栄養サプリメントの有効量は、処置される患者、個々の投与の方式、用いら
れる個々の有効成分の活性、患者の年齢、体重、全身の健康状態、性別および食事、投与
の時間、排泄の速度、用いられる個々の成分の組み合わせ、栄養サプリメントの主な成分
の総含有量、ならびに疾患または症状の重篤さのような要因に依存して様々であろう。こ
れらの要因を説明することは、当業者の技術の範囲内である。
【００９０】
　[00110]　本発明のショウガ飼料フードまたはサプリメントは、本明細書で記述した本
発明の有益な作用の１種類以上を提供するための安全かつ有効な量の本明細書で論じたよ
うなショウガ、およびアカニレ（ｓｌｉｐｐｅｒｙ　ｅｌｍ）または緑茶から得ることが
できる任意の成分の１種類以上、および下記で記述する追加の任意の成分の１種類以上を
用いて配合することができる。本発明の栄養サプリメントは、医薬的に許容できるキャリ
ヤーを用いて配合されてもよい。
【００９１】
　[00111]　本発明の栄養サプリメントは、カプセル、錠剤、ロゼンジ、トローチ、ハー
ドキャンディー、粉末、スプレー、ゲル、エリキシル、シロップ、および懸濁液または溶
液が含まれるがそれらに限定されないあらゆる口に許容できる剤形で配合されてよい。
【００９２】
　[00112]　口に許容できるキャリヤーには以下のものが含まれるが、それらに限定され
ない：（ａ）甘味剤、より好ましくはフルクトース、スクロース、糖、デキストロース、
デンプン、ラクトース、マルトース、マルトデキストリン類、コーンシロップの固体、ハ
チミツの固体、Ｅｍｄｅｘ（登録商標）、Ｍｏｒ－Ｒｅｘ（登録商標）、Ｒｏｙａｌ－Ｔ
（登録商標）、Ｄｉ－Ｐａｃ（登録商標）、Ｓｕｇａｒ－Ｔａｂ（登録商標）、Ｓｗｅｅ
ｔ－Ｒｅｘ（登録商標）、Ｎｅｗ－Ｔａｂ（登録商標）が含まれる商業的な錠剤の栄養サ
プリメントが含まれる炭水化物、（ｂ）マンニトール、ソルビトール、キシリトールが含
まれる糖アルコール類、ならびに（ｃ）リン酸二カルシウム、硫酸カルシウム、炭酸カル
シウム、微結晶性セルロースおよび他の医薬的錠剤化用成分が含まれる、様々な比較的不
溶性の賦形剤。
【００９３】
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　[00113]　あるいは、本発明のショウガフードまたはサプリメントは、栄養サプリメン
トの口および口咽頭の粘膜への持続する期間にわたる繰り返される送達のために、液体の
形、例えばシロップ、マウスウォッシュ（ｍｏｕｔｈｗａｓｈｅｓ）またはスプレーにお
いて、溶媒または分散剤、例えば水、または他の液体を用いて、医薬的に許容できるキャ
リヤー中で配合されてよい。好ましくは、処置の時間は、栄養サプリメントの口および咽
頭組織との長期間の接触を可能にするために、約５～６０分間、より好ましくは約２０～
３０分間である。あるいは、ような配合物は、使用前に水または他の物質で希釈されるの
に適した形であることができる。
【００９４】
　[00114]　本発明のショウガフードまたはサプリメントは、さらにフルクトース、スク
ロース、またはサッカリンを必要に応じて栄養サプリメント中に含ませることにより、噛
むことができる栄養サプリメント、例えば軟らかいキャンディー、ガムドロップ、液体を
充填したキャンディー、チューインガム基剤ならびに歯科用品、例えば練り歯磨きおよび
マウスウォッシュ中に配合されてもよい。使用において、その噛むことができる組成物は
口の中に、好ましくは約５～６０分間、より好ましくは約２０～３０分間の持続する期間
にわたって維持される。
【００９５】
　[00115]　本発明のショウガフードまたはサプリメントは、希釈剤を用いて、または希
釈剤無しでカプセルの形で配合されてよい。カプセルに関して、有用な希釈剤にはラクト
ースおよび乾燥させたトウモロコシデンプンが含まれる。懸濁液を用いる場合、乳化およ
び／または懸濁化剤をその懸濁液中で用いてよい。加えて、上記で記述したロゼンジの成
分の１種類以上が含まれる固体組成物を、軟および硬ゼラチンカプセルにおいて用いてよ
い。
【００９６】
　[00116]　本発明のショウガフードまたはサプリメントは、経鼻エアロゾルまたは吸入
用組成物中に配合されてよい。そのような組成物は周知の技術を用いて調製することがで
きる。これらのタイプの配合物に関して、適切なキャリヤーには以下の成分が含まれる可
能性がある：１種類以上の保存剤、生物学的利用能を高めるための吸収促進剤、フッ化炭
素および／または他の一般に用いられる可溶化または分散剤を含む生理食塩水。
【００９７】
　[00117]　場合により本発明の栄養サプリメント中に含まれてよい他の物質には、イノ
シトール、他のＢ複合体ビタミン類、および抗炎症剤が含まれる。甘味剤、香味料、着色
剤、染料、保存剤、乳化剤、懸濁化剤、溶融助剤、賦形剤、および溶媒または希釈剤、例
えば水、エタノール、プロピレングリコール、グリセリンのような成分ならびにそれらの
様々な組み合わせも本発明のショウガフードまたはサプリメント中に含まれてよい。
【００９８】
　[00118]　本発明のショウガフードまたはサプリメント中で用いられてよい任意の甘味
剤には、サッカリン、アスパルテーム、シクラメート類、アセスルファムＫ、ネオヘスペ
リジンジヒドロカルコン、他の甘味剤、およびそれらの混合物が含まれるがそれらに限定
されず、それは栄養サプリメントの主成分と化学的に相互作用しないように十分に低い量
でキャリヤーに添加されてよい。
【００９９】
　[00119]　本発明のショウガフードまたはサプリメント中で用いられてよい任意の香味
料には、ペパーミント、ペパーミント－メントール、ユーカリプトール、ウィンターグリ
ン、甘草、チョウジ、桂皮、スペアミント、サクランボ、レモン、オレンジ、ライム、メ
ントールおよびそれらの様々な組み合わせが含まれるが、それらに限定されない。
【０１００】
　[00120]　本発明の方法は、上記の特徴の全部を高めることにより、または記述された
生物学的経路の全部を向上させることにより動物の生活の質を向上させることができるが
、本明細書で定義されたような“高められた生活の質”を達成するためにその特徴または
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経路のそれぞれにおける実質的向上を実証する必要はない。
【０１０１】
　[00121]　組成物が動物に投与される際、動物は高められた生活の質、例えば減少した
炎症反応、増大したコラーゲン合成、増大した軟骨合成、低減した下痢、低減した関節炎
、減少した軟骨分解、ＤＮＡ損傷および修復経路、グリコーゲン合成および分解、解糖、
糖新生、ペントースリン酸経路ならびに電子伝達経路を経験し、それは細胞レベルでの全
体的に有益な変化により示される。これらの生活の質の測定を決定するための方法は、当
業者には既知である。抗酸化状態の可能性のあるマーカーには、血清のビタミンＥ、ＯＲ
ＡＣ、グルタチオンペルオキシダーゼ、アルカネル類（ａｌｋａｎｅｌｓ）および／また
は細胞損傷の指標が含まれる可能性がある。さらに、生命力は、代謝および抗酸化のマー
カーの分析が含まれる様々な手段により、ならびに参加しているペットのオーナーへの追
跡質問を含む臨床研究により測定することができる。同様に、軟骨の保護は、関節炎のバ
イオマーカーの分析が含まれる様々な手段により測定することができる。可能性のある関
節炎のバイオマーカーには、ＩＩ型コラーゲン合成、マトリックスメタロプロテイナーゼ
、オステオカルシン、アルカリホスファターゼ活性、ＣＯＭＰ、および軟骨損傷の断片が
含まれる可能性がある。筋肉量の維持は、体組成の分析が含まれる様々な手段により測定
することができ、可消化性は参加しているペットのオーナーへの追跡質問を含む臨床研究
および消化された栄養素の百分率を決定するための動物への給餌が含まれる様々な手段に
より測定することができる。皮膚および毛皮の質は、参加しているペットのオーナーへの
追跡質問を含む臨床研究が含まれる様々な手段により測定することができる。
【０１０２】
　[00122]　本発明の方法は、霊長類（例えば、サル、チンパンジー等）、コンパニオン
アニマル（例えば、イヌ、ネコ、ウマ等）、家畜（例えば、ヤギ、ヒツジ、ブタ、ウシ等
）、実験動物（例えば、マウス、ラット等）、トリ（例えば、飼いならされたトリ、例え
ばカナリヤ、オウム等、および商業的なトリ、例えばニワトリ、アヒル、シチメンチョウ
等）、げっ歯類（例えば、ハムスター、モルモット、アレチネズミ、ウサギ、ハリネズミ
、フェレット、チンチラ等）、ならびに野生、外来および動物園の動物（例えば、オオカ
ミ、クマ、シカ等）が含まれる動物の生活の質を高めるのに有用である。様々な態様にお
いて、動物はネコ、イヌまたはウマである。
【０１０３】
　[00123]　フード組成物はショウガを含む。ショウガは約０．５重量％、約１重量％、
約１．５重量％、約２重量％、約３重量％、約４重量％、約５重量％、約６重量％、約７
重量％、約８重量％、約９重量％、または約１０重量％で存在していてよい。フード組成
物は他の成分を含んでいてよい。その他の成分は、水、タンパク質、線維、炭水化物、脂
肪、可溶性線維、不溶性線維、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、エイコサペンタエン酸（
ＥＰＡ）、オメガ－３脂肪酸類、オメガ－６脂肪酸類、トコフェロール類、アスコルベー
ト、カルシウム、塩化物、システイン、マグネシウム、マンガン、メチオニン、リン、カ
リウム、鉄、および必須アミノ酸から選択されてよい。
【０１０４】
　[00124]　組成物が動物のフードである場合、ビタミンおよび鉱質は好ましくは欠乏を
避け健康を維持するのに必要な量で含まれる。これらの量は当技術においてすぐに入手可
能である。例えば国家研究会議（ＮＲＣ）は、家畜に関するそのような成分の推奨量を提
供している。例えば、Nutrient Requirements of Swine (第１０改訂版、Nat’l Academy
 Press、ワシントンD.C.、197298)、Nutrient Requirements of Poultry (第９改訂版、N
at’l Academy Press、ワシントンD.C.、1994)、Nutrient Requirements of Horses (第
５改訂版、Nat’l Academy Press、ワシントンD.C.、1989)、Nutrient Requirements of 
Dogs and Cats (Nat’l Academy Press、ワシントンD.C.、2006)を参照。例えば、米国飼
料検査官協会（ＡＡＦＣＯ）は、イヌおよびネコに関するそのような成分の推奨量を提供
している。例えば、米国飼料検査官協会の公式刊行物を参照。食品添加物として有用なビ
タミン類の例には、ビタミンＡ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ１２、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｈ（ビオ
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チン）、Ｋ、葉酸、イノシトール、ナイアシン、およびパントテン酸が含まれる。食品添
加物として有用な鉱質および微量元素の例には、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウ
ム、マグネシウム、銅、亜鉛、塩化物、および鉄塩類が含まれる。
【０１０５】
　[00125]　本発明の方法には、さらに当技術で既知の他の添加物を含有していてよい組
成物が含まれる。そのような添加物は、本発明により提供される目的および作用を損なわ
ない量で存在する。添加物の例には、例えば、安定化作用を有する物質、加工助剤、美味
性を増進する物質、着色物質、および栄養的な利益を提供する物質が含まれる。
【０１０６】
　[00126]　安定化物質には、例えば、組成物の貯蔵寿命を増大させる傾向がある物質が
含まれる。そのような物質の適切である可能性のある例には、例えば保存剤、抗酸化剤、
相乗剤および隔離剤、包装用ガス、安定剤、乳化剤、シックナー、ゲル化剤、および湿潤
剤が含まれる。乳化剤および／または増粘剤の例には、例えばゼラチン、セルロースエー
テル類、デンプン、デンプンエステル類、デンプンエーテル類、および修飾されたデンプ
ン類が含まれる。
【０１０７】
　[00127]　着色、美味性、および栄養的な目的のための添加物には、例えば着色剤（例
えば酸化鉄、例えば赤色、黄色、または褐色の形）；塩化ナトリウム、クエン酸カリウム
、塩化カリウム、および他の食用塩類；ビタミン類；鉱質；および香味料が含まれる。そ
のような添加物は、当技術で既知である。例えば、米国特許第３，２０２，５１４号参照
。また、米国特許第４，９９７，６７１号も参照。香味料には、例えば乳製品香味料（例
えば、牛乳またはチーズ）、肉香味料（例えば、ベーコン、肝臓、牛肉、家禽または魚）
、含油樹脂、ピナコール、およびＦＥＭＡ（香味抽出物製造業者協会（Ｆｌａｖｏｒ　Ｅ
ｘｔｒａｃｔ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ））の会員（ｎｕｍ
ｂｅｒ）による取引において同定されている様々な香味料が含まれる。香味料は追加の美
味性を提供するのを助け、当技術で既知である。例えば、米国特許第４，９９７，６７２
号参照。また、米国特許第５，０４，６２４号、米国特許第５，１１４，７０４号、米国
特許第５，５３２，０１０号、および米国特許第６，３７９，７２７号も参照。組成物中
のそのような添加物の濃度は、典型的には約５重量％までであってよい。一部の態様にお
いて、そのような添加物の濃度は（特にそのような添加物が主に栄養調整剤、例えばビタ
ミン類および鉱質である場合）、約０重量％から約２．０重量％までである。一部の態様
において、そのような添加物の濃度は（ここでも特にそのような添加物が主に栄養調整剤
である場合）、約０重量％から約１．０重量％までである。
【０１０８】
　[00128]　サプリメントには、例えば、全体の栄養バランスまたは性能を向上させるた
めに別の飼料と共に用いられる飼料が含まれる。サプリメントには、他の飼料へのサプリ
メントとして希釈されずに与えられる組成物、別々に入手可能である動物のレーションの
他の部分と共に自由選択で与えられる組成物、または動物の通常の飼料で希釈されて、お
よびそれと混合されて完全な飼料をもたらす組成物が含まれる。例えば、ＡＡＦＣＯは米
国飼料検査官協会の公式刊行物においてサプリメントに関する論考を提供している。サプ
リメントは、例えば粉末、液体、シロップ、丸剤、封入された組成物等が含まれる様々な
形であってよい。
【０１０９】
　[00129]　トリーツには、例えば、動物を食事時間ではない間に食べるように誘うため
に動物に与えられる組成物が含まれる。イヌ科の動物のためのトリーツには、例えばドッ
グボーンが含まれる。トリーツは組成が１種類以上の栄養素を含む栄養性のものであって
よく、例えば上記で記述したようなフードに関する組成を有していてよい。非栄養性のト
リーツは、非毒性であるあらゆる他のトリーツを含む。
【０１１０】
　[00130]　本発明はさらにペット用の玩具においてショウガを提供することができ、こ
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こで玩具はペットの口腔に入るのに適当である。玩具には、例えば噛むことができる玩具
が含まれる。イヌのための玩具には、例えば人工の骨が含まれる。現在市場に出されてい
る広い範囲の適切な玩具が存在する。例えば、米国特許第５，３３９，７７１号（および
米国特許第５，３３９，７７１号において開示されている参考文献）を参照。また、例え
ば米国特許第５，４１９，２８３号（および米国特許第５，４１９，２８３号において開
示されている参考文献）を参照。本発明は、部分的に消費可能な玩具（例えばプラスチッ
クの構成要素が含まれる玩具）および完全に消費可能な玩具（例えば、生皮および様々な
人工の骨）の両方を提供する。さらに、この発明はヒトおよび非ヒトの使用の両方のため
の、特にコンパニオンアニマル、家畜、および動物園の動物の使用のための、ならびに特
にイヌ、ネコ、またはトリの使用のための玩具を提供する。
【０１１１】
　[00131]　本発明の方法による使用のための組成物の調製において、あらゆる成分（例
えば魚油）は、一般的には、例えば配合物の加工の間に、例えば組成物の他の構成要素の
混合の間および／または後に、組成物中に組み込むことができる。これらの構成要素の組
成物中への分配は、一般に用いられる手段により成し遂げることができる。１態様におい
て、挽いた動物および家禽のタンパク質性組織を、魚油、穀物粒、他の栄養調整成分、特
別な目的での添加物（例えば、ビタミンおよび鉱質の混合物、無機塩類、セルロースおよ
びテンサイパルプ、充填剤、ならびに同様のもの）が含まれる他の成分と混合し；加工に
十分な水も添加する。
【０１１２】
　[00132]　本発明の方法には、一般に用いられるプロセスを用いて乾燥した形で調製す
ることができる組成物を利用することが含まれる。１態様において、例えば動物性タンパ
ク質源、植物性タンパク質源、穀物等が含まれる乾燥した成分を、挽いて一緒に混合する
。次いで、脂肪、油、動物性タンパク質源、水、等が含まれる湿潤した、または液体の成
分を、乾燥混合物に添加してそれと混合する。次いでその混合物をキブル（ｋｉｂｂｌｅ
ｓ）または類似の乾燥した断片に加工する。キブルはしばしば、乾燥および湿潤成分の混
合物に高い圧力および温度での機械的仕事を施し、小さな開口部を押し通し、回転するナ
イフにより切り落としてキブルにする、押し出しプロセスを用いて形成される。次いでそ
の湿潤したキブルを乾燥させ、場合により１種類以上の局所的コーティング（例えば香味
、脂肪、油、粉末、および同様のものが含まれてよい）でコートする。キブルは押し出し
ではなくベーキングプロセスを用いて練った生地（ｄｏｕｇｈ）から作ることもでき、こ
こでその練った生地を型の中に置いた後乾燥－加熱加工を行う。
【０１１３】
　[00133]　組成物は、より噛みやすいように設計されてもよい。イヌ科の動物およびネ
コ科の動物のフードは典型的にはライフステージ（年齢）、大きさ、体組成、および品種
に基づいて配合される。この発明の方法において、一部の態様は、高齢の普通の、または
小型の品種のイヌ、大型の品種のイヌ、およびネコの間の明確な栄養的な違いに取り組む
。
【０１１４】
　[00134]　本明細書で示されている全ての百分率は、別途明確に記載されない限り、乾
燥物質基準による重量におけるものである。
　[00135]　この発明は、本明細書で記述されている特定の方法論、プロトコル、および
試薬に、それらは様々であってよいため、限定されない。さらに、本明細書で用いられる
用語法は特定の態様のみを記述するためのものであって、本発明の範囲を限定することを
意図するものでは無い。“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）”、“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）
”、および“含んでいる”という用語は、排他的にではなく包括的に解釈されるべきであ
る。
【０１１５】
　[00136]　別途定義されない限り、本明細書で用いられる全ての技術的および科学的な
用語ならびにあらゆる頭字語は、本発明の分野における当業者により一般的に理解されて
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は均等なあらゆる方法および材料を本発明の実施において用いることができるが、好まし
い方法、道具、および材料は本明細書で記述されている。
【０１１６】
　[00137]　本明細書で言及される全ての特許、特許出願、および刊行物を、その中で報
告されている、本発明と共に用いられる可能性がある組成物、化合物、方法、および同様
の情報を記述および開示するために、法により許される程度まで本明細書に援用する。
【０１１７】
　[00138]　本明細書において、本発明の典型的な好ましい態様が開示され、具体的な用
語が用いられたが、それらは一般的および記述的な意味でのみ用いられており、限定のた
めでは無く、本発明の範囲は下記の特許請求の範囲において述べられている。上記の教示
に照らして本発明の多くの修正および変形が可能である。従って、添付された特許請求の
範囲の範囲内で、具体的に記述された通り以外でも本発明を実行することができることは
理解されるべきである。
【実施例】
【０１１８】
　[0001]　本発明は下記の実施例においてさらに記述される。実施例は単に説明的なもの
であり、記述され、特許請求される通りの本発明の範囲を限定することは決してない。
　実施例１
　慢性下痢および炎症性腸疾患を有するネコにおけるショウガの作用
　[00139]　この試験の目的は、慢性下痢または炎症性腸疾患を有するネコにおける臨床
症状へのショウガの作用を決定することであった。２つのネコのグループ（健康な対照グ
ループおよび慢性下痢または炎症性腸疾患を有するネコの試験グループ）に、ベースライ
ンのフードを２週間与え、続いて１％のショウガの根の粉末を含有する同じベースライン
のフードを与えた。便の質を毎日測定した。
【０１１９】
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【表１】

【０１２０】
　[00140]　表１は、フードの栄養素含有量を示す。フードはフード中にショウガが組み
込まれていること以外は非常に類似していることが分かった。結果において混乱を生じる
可能性のあるレベルでの添加された魚油または他の抗酸化剤は存在しなかった。表２は、
対照フード期間および試験フード期間の間にネコから毎日集められた便の便質の頻度を示
す。
【０１２１】
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【表２】

【０１２２】
　[00141]　結果は、キブル中に組み込まれた場合のショウガの消費は、炎症性腸疾患を
有するネコにおいて便の質を有意に向上させたことを示した。添加されたショウガを含む
キブルを消費することにより、炎症性腸疾患を有するネコはより少ない質のよくない（ｐ
ｏｏｒ）便（９．８対２６．２％）およびより多い良好な便（４２．７対３２．１％）を
有していた。フードはさらに正常なネコにおいて便の質をわずかに向上させたが、便の質
は既に非常に良好であった。その健康なネコは３週間の試験期間において下痢のエピソー
ドを全く有さず、より高い百分率の良好な便（８８％と比較して９１％）を有していた。
【０１２３】
　実施例２
　慢性下痢を有するイヌにおける便の質へのショウガの作用
　[00142]　この試験の目的は、慢性下痢を有するイヌにおける臨床症状へのショウガの
作用を決定することである。２つのイヌのグループ（健康な対照グループおよび慢性下痢
を有するイヌの試験グループ）に、ベースラインのフードを２週間与え、続いて１％のシ
ョウガの根の粉末を含有する同じベースラインのフードを与えた。便の質を毎日測定した
。
【０１２４】
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【表３】

【０１２５】
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【表４】

【０１２６】
　[00143]　１％のショウガによる飼料への介入（ｄｉｅｔａｒｙ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔ
ｉｏｎ）は、結果として慢性下痢または炎症性腸疾患を有する動物において臨床症状の向
上をもたらした。
【０１２７】
　実施例３
　高齢のイヌ科の動物およびネコ科の動物の飼料におけるショウガ
　方法
　[00144]　２０匹の高齢のネコおよび２０匹の高齢のイヌを利用して、ショウガの関節
炎のマーカーを向上させる作用を決定した。ネコおよびイヌ両方において、１０匹は関節
炎のＸ線撮影による証拠を有していた。対照フードを１４日間与えた後、対照フード＋試
験成分（ショウガ）を与えた。ショウガを２８日間与え、試料をベースライン（０日目）
において、次いで試験の完了時（２８日目）に得た。軟骨のマーカーを血清中でバイオマ
ーカーの濃度を決定するためのＥＬＩＳＡのキットおよび手順を用いて測定した。
【０１２８】
　[00145]　二元対応ｔ検定を用いてデータを分析し、マーカーレベルにおける変化を、
変化がゼロとは異なるという仮説で決定した。
　結果
　[00146]　表５は、１％のショウガを用いて増進した対照配合物（ｆｏｒｍｕｌａ）を
２８日間与えた１０匹の正常なネコおよび１０匹の関節炎のネコに関する関節炎のバイオ
マーカーの値を示す。比率を除いて、分析は自然対数に変換した値に対して行われた。平
均およびＳＥＤは、対数に変換したデータの真数の値である。変換されていないデータを
用いて比率を算出し、分析した。
【０１２９】
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【表５】

【０１３０】
　[00147]　表６は、１％のショウガを用いて増進したイヌ科の動物の関節炎の対照配合
物を２８日間与えた１０匹の正常なイヌおよび１０匹の関節炎のイヌに関する関節炎のバ
イオマーカーの値を示す。変換されていないデータを用いて平均、ＳＥＤおよび比率を算
出し、分析した。
【０１３１】

【表６】
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【図１】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月23日(2013.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
炎症または炎症性障害を処置または予防するための方法が必要であるコンパニオンアニマ
ルにおいて炎症または炎症性障害を処置または予防するための方法であって、該動物に該
コンパニオンアニマルにおいて炎症または炎症性障害を処置または予防するための有効量
のショウガを含むペットフード組成物を投与することを含み、ここにおいて、ショウガの
量は該組成物の約０．５重量％から約１０重量％までである、前記方法。
【請求項２】
該コンパニオンアニマルがイヌまたはネコである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
該組成物がさらにタンパク質を含み、タンパク質の量が該組成物の総重量に基づいて約５
重量％～約７０重量％である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
該組成物がさらに脂肪を含み、該脂肪の量が該組成物の総重量に基づいて約２重量％～約
５０重量％である、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
該組成物がさらに線維を含み、該線維の量が該組成物の総重量に基づいて約０．１重量％
～約２０重量％である、請求項１ないし４のいずれかの１項に記載の方法。
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【請求項６】
該組成物がさらに炭水化物を含み、該炭水化物の量が該組成物の総重量に基づいて約５重
量％～約９０重量％である、請求項１ないし５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
該組成物がさらにトウモロコシ、家禽ミール、美味性増進剤、塩化カリウム、ヨウ素添加
塩、炭酸カルシウム、コリン塩化物、鉱質プレミックス、保存剤、ビタミン類、およびそ
れらの混合物の少なくとも１種類を含む、請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項８】
該組成物がさらにＬ－トリプトファンを含む、請求項１ないし７のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項９】
該組成物がさらに以下のもの：ビタミンＥ、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘ
キサエン酸（ＤＨＡ）、他のｎ－３脂肪酸、ｎ－６脂肪酸、粗繊維およびそれらの混合物
のいずれかを含む、請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
該ショウガが約１重量％で存在する、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
該ショウガが約１．５重量％で存在する、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１２】
該ショウガが約２重量％で存在する、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
該コンパニオンアニマルが高齢の動物である、請求項１ないし１２のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１４】
該炎症性障害が関節炎である、請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
該炎症性障害が胃腸の障害である、請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
該胃腸の障害が炎症性腸障害である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
該胃腸の障害が慢性下痢である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
１．０％のショウガの根の粉末、７．６３％の水分、２５．０２％のタンパク質、４８．
９５％の炭水化物、１３．０６％の脂肪、１．２％の粗線維、１．３％の可溶性線維、５
．８％の不溶性線維、＜０．０１％のドコサヘキサエン酸、＜０．０１％のエイコサペン
タエン酸、０．２％の総オメガ３、２．５３％の総オメガ６、８２．３ＩＵの総トコフェ
ロール類、２０ｐｇ／ｇのアスコルベート、０．７２％のカルシウム、０．３８％の塩化
物－可溶性、０．２９％のシステイン、０．０８８％のマグネシウム、０．６７％のメチ
オニン、０．７２％のリン及び０．５５％のカリウムを含む、ペットフード組成物。
【請求項１９】
１．０％のショウガの根の粉末、７．５％の水分、１９．８％のタンパク質、５８．２％
の炭水化物、８．２％の脂肪、２．５％の粗線維、１．６％の可溶性線維、８．６％の不
溶性線維、０．０１％のドコサヘキサエン酸、０．０１％のエイコサペンタエン酸、６４
ＩＵの総トコフェロール類、８１ｐｇ／ｇのアスコルベート、０．６８％のカルシウム、
０．４１％の塩化物－可溶性、０．２６％のシステイン、０．１％のマグネシウム、０．
４４％のメチオニン、０．６％のリン及び０．６％のカリウムを含む、ペットフード組成
物。
【請求項２０】
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組成物が、栄養的に完全な飼料を含む、請求項１ないし１７のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項２１】
組成物が、栄養的に完全な飼料を含む、請求項１８又は１９の組成物。
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